
職員給与の一部改訂に関する件（2月2日） 

 

本委員会は、令和 6 年 2月 2日、日本銀行の適切な政策運営および業務サ

ービスの維持・向上を図るために必要な人材を確保する観点から、主要民間

金融機関および主要民間企業等の動向を踏まえた初任給等の改訂を可能とす

るため、従業員組合との協議を整えたうえで、「事務職員・技術職員・庶務職

員・企画専門職員及びエキスパート職員の給与支給額、支給割合等」（平成

10 年 9 月 21 日決定）の一部を別紙のとおり改正し、令和 6 年 4 月 1 日から

実施することを決定した注 1)注 2)。 

 

 

  

 

                                            
注 1) 本件は、本委員会で 2月中に決定したものですが、従業員組合との協議が整い、令和

6 年度の経費予算にかかる財務大臣の認可取得後に発刊される月報に掲載する扱いと

しました。 

注 2) 今回の改正を反映した規程は、以下をご参照ください。 

・「事務職員・技術職員・庶務職員・企画専門職員及びエキスパート職員の給与支給額、

支給割合等」 

https://www.boj.or.jp/about/services/kokai/kijun.pdf
https://www.boj.or.jp/about/services/kokai/kijun.pdf


別紙 

 

「事務職員・技術職員・庶務職員・企画専門職員及びエキス 

パート職員の給与支給額、支給割合等」中一部改正 

 

○ 別表１中、１．を横線のとおり改める。 

 

（別表１） 

 

基本資格給（月額） 

 

 

１．事務職員および技術職員１・４種 

 

（１）総合職 

 

資格 基本資格給 

 

総合２級 

円 

略（不変） 

総合３級 

289,830  

217,060  

163,010 177,000  

139,090 175,000  

119,350 158,000  

113,100 155,000  

99,590 122,000  

87,120 110,000  

84,000 107,000  

81,920 105,000  

72,520  94,000  

 

 

 

 

 

 



 

（２）特定職および技術職員１種 

 

資格 

基本資格給 

２ブロック 

適用者以外 

２ブロック 

適用者 

副参事１級 
円 円 

∫ 略（不変）  

副参事補   

特定書記 

166,130  166,130  

165,080  165,080  

164,050  164,050  

163,010  163,010  

161,970  161,970  

160,940  160,940  

133,890 157,000  133,890 157,000  

119,350 147,000  119,350 147,000  

107,910 142,000  107,910 142,000  

99,590 122,000  99,590 122,000  

87,120 110,000  87,120 110,000  

84,000 107,000  84,000 107,000  

81,920 105,000  81,920 105,000  

72,520  94,000  72,520  94,000  

（注） 略（不変） 

  



 

（３）一般職および技術職員４種 

 

資格 基本資格給 

主 管 円 

∫ 略（不変） 

副主務３級  

一般書記 

173,410  

171,330  

169,250  

167,160  

165,080  

163,010  

160,940  

158,860  

128,690 147,000  

119,350 138,000  

102,710 127,000  

99,590 122,000  

87,120 110,000  

84,000 107,000  

81,920 105,000  

72,520  94,000  

 

 

 

 

 

 

 

 


